
様式第４号（第 11項関係）  

 

審議会等の名称  平成 29 年度第３回青少年問題協議会  

（青少年指導部会）  

開催日時  平成 30 年３月１日（月）  

 

開催場所  勤労福祉センター  第２会議室  

出 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  

地 道 秀 明 委 員 、 和 田 拓 也 委 員 (部 会 長 )  

高 瀬 孝 雄 委 員 、 山 本 國 雄 委 員 、 金 川 幸 裕 委

員  

欠 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  

多田万里子委員、真鍋宣征委員  

出 席 職 員 の 職 ・ 氏

名又は人数  

こども福祉課長  清水貴美代、  

青少年センター主査  小林賢也  

公開・非公開の別  公開  

非公開の理由   

傍聴人の数  ０人  

議題又は協議事項  協議１  警察対応 (被害届提出等 )をすべき事案  

は何か  

協議２  学校内で指導を行う事案で、指導の基  

準を明確にすべき内容は何か  

協議３  指導の基準をどの時期にどのような方  

法で児童生徒・保護者に周知すべきか  

協議４  市教育委員会による出席停止措置につ  

いて周知すべきか  

協議５  子どもたちの規範意識の醸成のために  

地域・家庭においてできることは何か  

会議の記録（概要）  

発言者  発言内容等  
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部会長  

青少年指導部会  

 

 それでは協議を行いますのでよろしくお願いします。  

 

 まず初めに皆さんご存知かもですが、自己紹介からよ

ろしくお願いします。  

 

 各自自己紹介  
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 様々な立場の方がお集まりですので、課題について話

合っていきたいと思います。協議５までありますが、時

間的に途中になっても構わないです。また、この場で何

かを決定しようというものではありませんので、忌憚の

ないご意見出していただき、今後、そのことを参考にし

ていただきたいと思います。それでは協議１について、

会長も申しておりましたが、どこで線を引けばよいか。

学 校 で の 問 題 事 案 は 毎 日 の よ う に 起 き て い ま す 。 そ こ

で、警察にお願いしないといけない事案というのはどの

ようなことなのでしょうか。  

 

 学校において、掃除をしていて物を壊してしまったな

ど、単なる物損は問題ありませんが、感情が爆発して物

にあたってしまった場合はどうなのでしょうか。警察に

お世話になるような事案については、人と人とが手をか

けあうようなことと認識しています。思い余って物を壊

してしまったような場合は情状酌量の余地があり、その

場に居合わせた者で判断ができますが、人と人とが傷つ

け あ う よ う な こ と は い け な い こ と な の で 、 そ こ が 線 に

なってくるのかと思います。本来はそうなる前に抑える

ことがよいのでしょうが。また、補導の立場から言いま

すと、以前に身の危険を感じたら警察に連絡をしてくだ

さい、と警察署長から話がありました。昔、 10 数人の若

い子がいるところに出くわし危険を感じたので、その場

を離れ、警察に連絡をしたことがあります。若い子が集

まっていたり、喫煙をしているところに、たまに出くわ

すことがあります。しかし、 10 数年補導に携わっていま

す が 、 あ の 時 は 初 め て 身 の 危 険 を 感 じ ま し た 。 こ れ が

我々の線なのかと思います。  

 

 学校の中の様子をお話しさせていただきます。場合に

よっては、故意でない物損は保護者に連絡を入れて弁償

してもらいます。暴力に関係することについては、子ど

も同士の場合と、子どもと先生の場合とがあります。子

どもの場合は喧嘩のときと、そうでないときとがありま

す。その場合は保護者を呼んで話を聞きます。先生の場

合、先生は手が出せませんので、暴言を吐く、手や足を

出す等した場合は保護者を呼び出し、生徒を連れて帰っ

てもらい、また、その日の夜に改めて来てもらうことも
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あります。そこで、警察の対応になるかどうかは、その

時その時の判断でやっています。  

 

 その対応というのは、市内の中学校では統一されてい

るのでしょうか。  

 

 明確な線はありませんが、対応内容については同じだ

と思います。以前あった逮捕事案については、警察に連

絡することが、その子にとってよいのかどうか、大変悩

まれたと思います。  

 

 遠 慮 し て 警 察 に 連 絡 し な い の で は 、 と 感 じ る の で す

が。もっと、フランクに相談できる関係を日ごろから築

いていくことが大事なのではないでしょうか。  

 

 西脇警察とは頻繁に連絡を取り合っており、相談する

ことはあります。親に遠慮したり、子どもに遠慮するよ

うなことはありません。  

 

 日ごろから問題行動を起こしている子と、そうでない

子とでは対応は同じなのでしょうか。日ごろから問題行

動 を 起 こ し て い る 子 に は 、 「 そ の 内 通 報 す る ぞ 。 」 と

いった感じで、対応が違ってくるのかと思います。怪我

で済めばいいのですが、殺人などの犯罪も起きているの

で、そうなると取り返しがつかないと思います。その辺

りで、後手に回らないようにすることが必要かと思いま

す。  

 

 線があるとすれば、何か起きると青少年センターに連

絡します。暴言などの対教師暴力などについては線が明

確になってきています。  

 

 連絡があると、そのことにつて青少年センターでも把

握ができますね。  

 

 そうですね。青少年センターの判断も仰げます。  

 

 問 題 行 動 が あ っ た 場 合 は 、 学 校 、 警 察 、 青 少 年 セ ン

タ ー な ど の 関 係 機 関 で 対 応 さ れ て い る と い う こ と で す
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が、そのように事件が起きた背景は、家庭の問題がほと

んどの場合はあると思います。そのような場合は家庭児

童 相 談 員 が 訪 問 す る な ど し て 対 応 し て い ま す 。 学 校 に

よっては、福祉と連携を取るところと、取らないところ

があります。事件があった時、後から聞いて、対応がで

きていたのに、と思うことがあります。青少年センター

から問い合わせがあり、わからなかったこともあり、学

校によって温度差があると感じています。  

 

 その辺りは、なかなか同じようにはいかないと思いま

す。壁があるわけではないのですが、日ごろから連絡を

取り合い、風通しを良くしておかないといけないと感じ

ます。  

 

 このことについては、大人にも責任があります。言葉

のかけ方が荒っぽい方と優しい方とがいます。大人の教

育をやり直さないといけないと思います。声を荒げて注

意するのではなく、優しく声掛けをするのが大事かと思

います。先日、北播磨の主任児童委員協議会が行われま

したが、学校での携帯電話の所持については、今日、こ

の会議で言われていたことと同じ内容でした。また、先

生と保護者による共同の教育が大事だと思います。  

 

 被害届等の大きな事案につては、警察に行くことにな

る の で す が 、 「 こ れ を す れ ば こ ん な こ と に な る 。 」 と

いった基準に関することが協議２になると思います。小

さなことですが、学校に携帯電話を持ってきているのが

見つかった場合、学校は預かります。そして親に取に来

るよう連絡し返却します。このことがペナルティとはな

り ま せ ん が 、 事 案 が 発 生 し た と き の 流 れ で 、 こ の よ う

に、これをすればこうなる、というような決まりが必要

かそうでないか。また、必要ならば、どのようなことに

対して必要なのか、とかと思います。  

 

 規制があってこそ、子どもは育つと思います。なんで

も構わないといったことになると、世の中うまくいかな

くなると思います。  

 

 学校における携帯電話にいては、２回目で解約という
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ルールを決めているところもあります。高校生は大人に

なっているので、影響はそれほどないと思います。携帯

電話は、学習の集中力が途切れてしまう問題があるよう

です。それを学校に持ち込むと、それなりのペナルティ

が必要かもです。しかし、携帯電話で中学校、高校と関

係なく交流が持てているので、学校によって対応がまち

まちになるのもよくないと思います。統一したルールづ

くりが必要だと思います。  

 

 以前、出席していた会議で携帯電話にフィルターをか

けるように親にも指導をしないといけなとの話が出てい

ました。学校に持っていってはいけないということは北

播磨内でも同じ考えですが、学校以外での対応をどうす

るかが問題だ、ということでした。  

 

 携帯電話に関しては必要という考えですが、それに対

する線引きやペナルティを明確にすればよいということ

です。  

 

 生徒手帳がありますが、それに校則や服装についての

ことが記載されていますよね。生徒がそれを熟読せず、

保 護 者 も そ れ に 対 す る 理 解 が 低 い の で は な い で し ょ う

か。せっかく生徒手帳があるのだから、よく読んでほし

いです。  

 

 家庭での教育が大事だと、何十年も前から言われてい

て、最近新たに携帯電話の問題が加わりました。いろい

ろな問題は家庭から出ています。その家庭をどうするか

を話し合うことは大事だと思います。ルールがあって、

そのルールを壊していくのが今の世の中ですが、ルール

を作っていくことは大事です。  

 

そこで、親と話をして理解していただかないといけな

いので、その部分ですね。  

 

 ルールがなければ、どこを基準にすればよいかわから

なくなるので、いたちごっこになるかもしれませんが、

ルール作りは必要かと思います。  
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 昔は、携帯電話がなかったので、携帯電話の利用につ

いて、生徒手帳に盛り込んでもよいのかと思います。  

 

 生徒手帳のルールは少々古い内容です。本当に変えな

いといけない部分については変更していますが、全面改

訂とまではいかないところがあります。それと、あまり

明確にしすぎると、自分で自分の首を絞めることになり

ますので、曖昧な書き方になっています。ルールは生徒

手帳を見なさい、ということはできますが、ペナルティ

を周知できるか、ということについてはどう思われます

か。  

 

 きつくすると反抗し逆向する。いかに説得し、どう話

をするかという、指導の仕方もあります。私もよその子

どもに注意をすることがあります。優しく声をかけると

止めますが、きつくしかると反抗します。大人が子ども

を教育する方法を大人が勉強しないといけないと思いま

す 。 き つ く 指 導 し な け れ ば 治 ら な い 子 も い る と 思 う の

で、難しいところだと思います。しかし、優しく声をか

けてやることが大事かと思います。  

 

 注意されることもペナルティだと思います。車の運転

などは明確にペナルティが設けてあり、わかりやすいの

ですが、そのことを周知することで、守ろうという気持

ちになるのか、ということですが、生徒手帳に記載し、

守らなければ叱られる、その他にもペナルティがあると

言ことをどうすればよいでしょうか。  

 

 子 ど も の 考 え 方 は 十 人 十 色 で す の で 、 素 直 に 守 る 子

や、逆向する子もいるので、難しいところですが、はっ

きりさせておく必要はあると思います。  

 

 警察の立場から言うと難しいところですか。  

 

 難しい問題ですが、ある程度明確にしておく必要はあ

ります。その機会はいつかというと、入学説明会や長期

休暇前後の全校集会だと思います。また、違反をすると

注 意 や 停 学 等 の 処 分 が あ る 、 と 生 徒 手 帳 に 記 載 し 、 ま

た、保護者にも伝えておくことかとが必要と思います。
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知っていて当然のことでありますので。協議１に戻りま

すが、警察対応をすべき事案についてですが、警察に対

し て 敷 居 が 高 い の で は な い か 、 話 し に く い の で は な い

か、遠慮があるのではないかという話もありましたが、

私もそのことについては薄々感じながら、なんでも話を

してきてくださいと言っています。特に警察に連絡して

もらいたいことは、犯罪行為があった場合、このまま放

置すると犯罪につながるおそれがある虞犯行為、グルー

プ 化 し て い る 、 放 置 す る と 被 害 者 出 て し ま う よ う な 行

為、他の学校の生徒らが集まり一つのグループを形成し

ている事案、繰り返し悪いことをしている事案、非行が

進んでしまっている事案、また、学校で悩まれているよ

うなことがあれば、何でも相談していただきたいと思っ

ています。他にも虐待などがあれば教えてください。警

察 に 言 う と 、 全 て が 事 件 に な る の で は な く 、 地 域 、 学

校、関係機関で話し合いながら対応したいので、敷居を

低 く 考 え て い た だ き 、 な ん で も 話 を し て く だ さ い 。 昨

年、一昨年と県の教育委員会や、神戸市教育委員会など

と話をしているのですが、先ほど話したようなことが学

校で認知された場合は警察に通報しましょう、と協定を

結んでいるところもあります。これを学校や教育委員会

は根拠としていただき連絡をお願いします。また、この

ような制度を作るのも方法かと思います。  

 

 学校の場合、生徒指導担当と警察の生活安全課が連絡

を頻繁にとらせていただいていますが、いざ、警察に連

絡するとなると、市教育委員会に連絡を入れ、どのよう

にしようかと検討をします。  

 

 何十年も前に、市内の神社で落書きをされたことがあ

ります。その落書きをした生徒が判明したのですが、当

時は警察に言うと大変なことになると思い、学校だけで

対応をしたことがありました。今思えば、警察にも連絡

すべきだったと思いです。  

 

 何でも話ができる風通しの良さは大事です。また、こ

のことが子どもを守ることにつながるのかと思います。  

 

 その当時、警察に連絡すると、子どもがかわいそうと
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い う 気 持 ち だ っ た の で 、 警 察 に は 連 絡 を し ま せ ん で し

た。今は市教育委員会に連絡を行い、対応を考えること

もよいのかと思います。  

 

 犯した犯罪行為に対しては罰則を与えるのですが、子

どもの場合は性格の矯正、家庭環境の改善、グループ化

しているのを解体、被害者の保護ということが主たる目

的となります。罪に対して刑罰を与えるつもりはありま

せ ん 。 子 ど も を 何 と か し た い と い う 気 持 ち で い ま す の

で、よろしくお願いします。  

 

 協議４の出席停止についてはほとんどありませんが、

教育委員会が子どもに対して執行できるようになってい

ます。他の生徒に対して危害が加わりそうな場合、出席

停 止 を さ せ る こ と が で き る よ う 、 法 で 認 め ら れ て い ま

す。しかし、よほどのことがないと執行しないです。こ

のことを周知することについては難しいところです。  

 

 この資料をいただいたとき、非常に難しいと感じたの

ですが、「日常の小さな問題行動を曖昧にせず、きちん

と指導していく、段階的指導もその一つです。」につい

ては、間違いのないことと感じました。保護観察付きの

子と接するのですが、その子はその時だけ悪いことをし

たのではなく、万引きを繰り返し、泥棒になった、そこ

から覚せい剤に手を出した、昔からの悪いことを曖昧に

せず、悪い芽を紡いでいくことで大きなことにつながら

ないと思います。中学生の間は、中学生たるもの、こう

でないといけない、ということを叩き込んでおかないと

いけないと思います。卒業すると先生の手から離れてし

まい、警察沙汰になりますので。  

 

 先ほども申しましたが、福祉部局では厳しい家庭環境

で の 事 案 を 扱 う こ と が 多 い の で す が 、 何 度 言 っ て も わ

かってもらえなかったりする親もいます。お互いに情報

交換をすることによって、親に対して福祉的な支援につ

ながるので、福祉の視点でも考えていただきたいです。  

 

 支えられる者が支えればよい。きっと「私が支えてい

きます。」という人がいるはずです。また、先ほどの話



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですが、小中学校のときにきっちりと、ルールや規範を

教えていないと、後々問題が大きくなります。子どもは

育てられたようにしか育ちませんので、どこかで支えな

いといけないと思います。様々な立場の者がいると、い

ろいろな見方ができるので、良いことだと思います。学

校の中だけで話をしていると、自分たちでは頑張ってい

るつもりでも、もっと他の方法があるのではないか、と

感じることがあるので、いろいろなところに相談を持ち

掛 け て 、 子 ど も を 見 守 ら な け れ ば な ら な い と 思 い ま し

た 。 そ れ で は 時 間 と な り ま し た の で 、 会 場 を 移 動 し ま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  西脇市青少年センター  



 


